
他の地方公共団体からの応援計画①

北陸三県災害時等の相互応援に関する協定（平成21年5月18日）
【対象】
富山県、石川県、福井県
【応援内容】
①被災地の情報収集並びに人員及び資機材の輸送等に係わるヘリコプターの派遣
②救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣並びにボランティアの
あっせん

③食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
④被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

⑤避難、救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑥被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦ゴミ、し尿処理等のための車両及び施設のあっせん
⑧医療機関による傷病者の受入
⑨その他要請のあった事項

福井県・奈良県災害時等の相互応援等に関する協定（平成26年6月11日）
【応援内容】
①救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣及びボランティアの
あっせん

②食糧、飲料水及び生活必需品並びにその提供に必要な資機材の提供及びあっせん
③被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

④救助及び救援活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑤被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑥その他特に要請のあった事項
⑦平常時における、原子力防災に関する情報の提供、普及啓発、研修の実施等
⑧原子力災害時の避難受入れにかかる関係市との調整等の協力

福井県・石川県災害時等相互応援等に関する協定（平成26年6月11日）
【応援内容】
①広域避難に係る避難者の受け入れ調整
②原子力防災活動資機材の提供
（緊急時モニタリング資機材・原子力防災活動資機材・緊急時医療資機材）
③原子力防災関係職員の派遣
（緊急時モニタリング関係職員・緊急時医療関係職員・その他原子力災害対策関係職員）

近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定（平成24年10月25日）
【対象】
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、
関西広域連合
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤その他特に要望のあった事項

中部9県1市災害時等の応援に関する協定（平成19年7月26日）
【対象】
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、
名古屋市
【応援内容】
①応援物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
②避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開等被災県市等の境界付近における
必要な措置

③被災者等の一時収容のための施設の提供
④医療機関による傷病者の受入れ
⑤その他特に要請のあった事項

福井県・岐阜県災害時等の相互応援等に関する協定（平成7年10月6日）
【応援内容】
①被災地の情報収集及び人員、資機材輸送等のためのヘリコプターの派遣
②救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣及びボランティアの
あっせん

③食糧、飲料水及び生活必需品並びにその提供に必要な資機材の提供及びあっせん
④被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供
及びあっせん

⑤救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑥被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦ごみ、し尿処理のための車両及び施設のあっせん
⑧その他特に要請のあった事項

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、福井県、京都府及び滋賀県に対
する関係地方公共団体からの支援策として、近隣府県や広域圏、または全国規模の応援協定が締結されている。
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他の地方公共団体からの応援計画②

全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（令和６年１月31日）
【応援内容】
①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの

原子力災害時の相互応援に関する協定（平成13年1月31日）
【対象】
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、福井県、静
岡県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
【応援内容】
①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣

関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成23年10月31日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取
県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、九州地方知事会（福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災府県が要請した措置

関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定（平成26年3月6日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取
県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災した構成都府県市が要請した措置

関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成29年6月5日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥
取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、中国地方知事会（鳥取
県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
【応援内容】
①住民の避難
②被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援
③施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋
④その他特に要請のあった事項

関西広域連合と四国知事会との災害時の相互応援に関する協定
（平成29年6月6日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥
取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、四国知事会（徳島県、
香川県、愛媛県、高知県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他被災した構成府県市が要請した措置 90



福井県におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL1に該当すると特定された地域及び
OIL2に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、当該地域の関係市町原子力災害対策本部等より、防災行政
無線、広報車、ホームページ、緊急速報メールサービス、 TV、ラジオ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。
 福井県では、OIL1の場合、自家用車による避難が可能な住民は自家用車により避難。それ以外の住民は、

県が確保するバス等により避難。OIL2の場合、集団で避難することを基本に、自家用車および県が確保す
るバス等により避難。

※自家用車で
避難可能な者
は、自家用車
により避難

一時移転等の指示

※自家用車で避
難を行わない者は、
集合場所に集まり
バス等により避難

徒歩等

バス等

一時集合場所

一時移転等対象者

屋内退避

避難先施設

住民
市町名 県内避難先 県外避難先

おおい町

6,979人
敦賀市

兵庫県

伊丹市、川西市
（合計6,979人）

小浜市

27,213人
鯖江市、越前市

豊岡市、養父市

朝来市、香美町

新温泉町、姫路市

市川町、福崎町

神河町
（合計27,213人）

高浜町

9,467人
敦賀市

宝塚市、三田市、猪名川町

（合計9,467人）

若狭町

13,104人
越前町

丹波市、丹波篠山市、

三木市、加東市 小野市

西脇市、加西市、多可町
（合計13,104人）

美浜町

8,627人
大野市 -

＜UPZ市町の避難先＞※令和7年4月1日時点
地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、県内避難を基本とす

る。自然災害等により県内での受入れが困難な場合は県外に避難を実施。

お  ばま し

ちょう

や   ぶ   し

あさ  ご  し        か   みちょう

かみかわちょう

さんだ   し いながわちょう

たん ば  ささやま し

か  とう  し

か さい  し   た   かちょう

わかさちょう

関係市町原子力災害対策本部等
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み き    し避難退域時検査場所

たかはまちょう

みはまちょう おお の   し

えちぜんちょう

つる  が   し

さば  え  し えちぜんし

いたみ し かわにし し

とよおか し

しんおんせんちょう   ひめ じ  し

いちかわちょう  ふくさきちょう

たからづかし

たん ば  し

お の    し

にしわき し

つる  が   し



おおい町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
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【主な代替経路】
国道27号→国道303号→国道161号→国道8号

県外避難

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道や

国道27号に加え、若狭西街道や若狭梅街道を活用し

たルートによる避難も状況に応じて実施。

【広域避難先（県内避難） 】
敦賀市

＜本郷地区＞

敦賀市立栗野小学校、他7か所

＜佐分利地区＞

敦賀市立敦賀西小学校、他2か所

＜名田庄地区＞

敦賀市立東浦小中学校、他7か所

【広域避難先（県外避難） 】
兵庫県

＜本郷、佐分利地区＞

川西市（川西市立牧の台小学校、他14か所）

＜本郷、名田庄地区＞

伊丹市（笹原小学校、他23か所）

【主な避難経路②】
国道27号

【主な避難経路①】

国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自

動車道→若狭美浜ＩＣ→国道27号

UPZ

PAZ

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

敦賀市

さ   ぶ り

な   た しょう

ちょう

さ ぶ り

な    た  しょう
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【主な避難経路③】
府道・県道１号又は県道16号→大飯高浜ＩＣ→

舞鶴若狭自動車道
【主な避難経路④ 】
県道16号→国道162号→府道12号→国道27号→
国道9号→国道173号
※その他代替経路として、国道303号等を設定

おおい町

ほん ごう

かわにしし

ほん ごう

まき だい

いたみし ささはら

ちょう

つるがし

つるがし

ほん ごう

つるがし あわの

つるがし つるがにし

つるがし ひがしうら

おばまにし まいづるわかさ

おおいたかはま

まいづるわかさ
まいづるわかさ

わかさにし わかさうめ

わかさみはま

かわにしし
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小浜市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
お      ばま し

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道や

国道27号に加え、若狭梅街道を活用したルートによる

避難も状況に応じて実施。

UPZ

PAZ

【主な避難経路① 】
小浜ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→北陸自動車道→

武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

【主な代替経路】
国道303号→国道161号→国道8号→敦賀ＩＣ→

北陸自動車道→武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

【主な避難経路② 】
国道27号→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→

武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

越前市

鯖江市

県外避難

【主な避難経路③ 】
国道162号→府道12号→国道27号→国道9号

→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号等を設定

小浜市
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【広域避難先(県外避難) 】

兵庫県

＜小浜、雲浜、西津、内外海、国富、宮川、今富地区＞

姫路市 （姫路市立姫路球場、他37か所）

＜松永地区＞

朝来市（朝来市和田山体育センター、他4か所）

＜遠敷地区＞

豊岡市（豊岡市立総合体育館、他12か所）

＜口名田地区＞

市川町（市川町スポーツセンター体育館、他2か所）

福崎町（コミュニティセンターサルビア会館、他4か所）、

神河町（神河町立神崎小学校、他1か所）

＜中名田地区＞

養父市（養父市関宮農林漁業者等健康増進施設、他8か所）

＜加斗地区＞

新温泉町（新温泉町健康公園体育館、他1か所）、香美町

（香美町立射添体育館、他3か所）

お ばま うんぴん   にし  づ うち   と    み くにとみ みやがわ  いまとみ 

 あさ  ご   し

おにゅう

くち な た

なか  な   た

や   ぶ    し

か   と

か  み ちょうしんおんせんちょう

ひめじし ひめじし

まつなが

わだやま

とよおかし とよおかし

いちかわちょう いちかわちょう

ふくさきちょう

かみかわちょう かんざき

せきのみや

いそう

【広域避難先（県内避難） 】

越前市・鯖江市

＜小浜、雲浜、西津、内外海、国富、松永、

口名田地区＞

越前市立武生東小学校、福井県立武生商工高等
学校、他29か所

＜内外海、宮川、遠敷、今富、中名田、加斗地区＞

鯖江市立河和田小学校、鯖江市立中央中学校、

他12か所

お ばま   うん ぴん にし  づ うち  と  み   くにとみ   まつなが  

くち な  た

たけふひがし

うち  と   み   みやがわ   おにゅう いまとみ   なか な  た   か   と

か   わ   だ

えちぜんし   さばえし

たけふえちぜんし

さばえし さばえし

えちぜんし

さばえし

おばまし

おばま まいづるわかさ ほくりく

たけふ さばえ

つるが ほくりく

たけふ さばえ

つるが

ほくりく たけふ さばえ

ふくちやま まいづるわかさ

まいづるわかさ

わかさうめ

ひめじ

あさ  ご   し

かみかわちょう

や  ぶ   し

しんおんせんちょう

か  み ちょう



高浜町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
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たか    はま   ちょう

【主な代替経路】
国道27号→国道303号→国道161号→国道8号

県外避難

【広域避難先（県内避難） 】
敦賀市

＜和田地区＞

敦賀市立粟野スポーツセンター、他3か所

＜高浜地区＞

敦賀市愛発公民館、他6か所

＜青郷地区＞

敦賀市立粟野南小学校、他4か所

＜内浦地区＞

敦賀市立少年自然の家、他1か所

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道や

国道27号に加え、若狭西街道や若狭梅街道を活用し

たルートによる避難も状況に応じて実施。

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

【主な避難経路② 】
国道27号

【主な避難経路① 】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→敦賀ＩＣ

UPZ

PAZ
高浜町

敦賀市

あわの

あらち

せいきょう

うち   うら
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【主な避難経路③ 】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道

【主な避難経路④】
県道16号→国道162号→府道12号→国道27号→国道9号→国道173号
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号等を設定

【広域避難先（県外避難）】

兵庫県
＜和田地区＞

三田市（駒ヶ谷運動公園、他3か所）

＜高浜地区＞

宝塚市（宝塚市立東公民館、他6か所）、

猪名川町（猪名川町スポーツセンター、他2か所）

＜青郷地区＞

宝塚市（兵庫県立宝塚高等学校、他6か所）

＜内浦地区＞

三田市（駒ヶ谷運動公園）

い  な がわちょう

うち   うら

せいきょう

さんだし

わだ

こまがだに

たかはま

たからづかし ひがし

たからづかし たからづか

さんだし こまがだに つるがし

つるがし

つるがし

わだ

たかはま

つるがし あわのみなみ

つるがし

おばまにし まいづるわかさ つるが

まいづるひがし まいづるわかさ

まいづるわかさ

わかさうめわかさにし

たかはまちょう

つるがし
い  な がわちょう

たからづかし



若狭町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
わか     さ      ちょう
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※円滑な避難を実施するため、国道27号線や舞鶴若狭

自動車道に加え、若狭梅街道を活用したルートによる避

難も状況に応じて実施。

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルー
トを活用し避難を実施。

【主な避難経路② 】
国道27号→ 国道8号→国道305号

【広域避難先（県内避難） 】
越前町

＜三十三地区＞

越前町立宮崎小学校、他10か所

＜三方地区＞

福井県立丹生高等学校、他6か所

＜西田地区＞

越前町織田健康福祉センター、他2か所

＜鳥羽地区＞

越前町立織田小学校、他2か所

＜瓜生地区＞

越前町立越前中学校、他2か所

＜三宅地区＞

越前町営越前体育館、 他5か所

＜野木地区＞

越前町立旧城崎小学校、他3か所

＜熊川地区＞ 

越前町立萩野小学校、他3か所

【主な避難経路① 】

若狭上中IC、若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→

北陸自動車道→武生IC

UPZ

PAZ

【主な代替経路】

国道303号 → 国道161号→国道8号→敦賀ＩＣ

→北陸自動車道→武生ＩＣ

越前町

み そ み

にゅう

うりゅう

しろさき

はぎの

えちぜんちょう

県外避難

若狭町

95

【主な避難経路③ 】
国道303号→国道161号→名神高速道路→中国自動車道
※その他代替経路として、国道162号等を設定

【広域避難先（県外避難） 】
兵庫県

＜三十三地区＞

三木市（三木市立口吉川町公民館、他10か所）

＜三方地区＞

三木市（三木市立自由が丘公民館、他2か所）

丹波篠山市（丹波篠山市立篠山総合スポーツセンター、
他5か所）

加東市（加東市やしろ国際学習塾）

丹波市（丹波市立山南農業者等体育施設、他3か所）

＜西田地区＞

丹波市（丹波市立三ッ塚ふれあいセンター愛育館、他2
か所）

＜鳥羽地区＞

西脇市（黒っこプラザ、他4か所）

＜瓜生地区＞

加西市（加西市民会館、他8か所）

＜三宅地区＞

加東市（加東市滝野総合公園体育館）、小野市（小野

市立コミュニティーセンター下東条、他1か所）

＜野木地区＞

小野市（兵庫県立小野高等学校、他3か所）

＜熊川地区＞

多可町（多可町文化会館、他3か所）
た かちょう

う りゅう

み そ み

くち  よ かわちょう

たんば ささやま し

か  とう    し

か さい し

み き し

みかた

み き し じゆう   おか

ささやま

たん ば    し さんなん

にした

たん ば    し みつづか

とば

にしわきし

みやけ

か とう し たきの お の し

しもとうじょう

のぎ

お の し お の

くまがわ

えちぜんちょう みやざき

みかた

にした

おた

とば

えちぜんちょう おた

えちぜんちょう えちぜん

みやけ

えちぜんちょう えちぜん

のぎ

えちぜんちょう

くまがわ

えちぜんちょう

わかさかみなか わかさかみかた まいづるわかさ

ほくりく たけふ

えちぜんちょう

わかさちょう

つるが

たけふほくりく

めいしん

まいづるわかさ

わかさうめ

ちゅうごく

えちぜんちょう

み き し

み き し

たんば ささやま し

か  とう    し

たん ば    し

たん ば    し

た かちょう

お の

し

か さい 



美浜町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
み        はま      ちょう

【広域避難先（県内避難）】

大野市
＜東地区＞

大野市エキサイト広場総合体育施設、他3か所

＜耳地区＞

大野市上庄公民館、他8か所

＜西郷地区＞

大野市立有終東小学校、他2か所

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

UPZ

【主な避難経路①】

・若狭美浜・若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→

北陸自動車道→福井IC→国道158号
（又は）

・若狭美浜・若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→

北陸自動車道→福井北JCT・IC→中部縦貫自動車道

大野市

PAZ

ゆうしゅうひがし

かみしょう

県外避難先はなし

【主な避難経路② 】
国道27号→国道8号→敦賀IC→北陸自動車道→ 

福井IC→国道158号
（又は）
国道27号→国道8号→敦賀IC→北陸自動車道→

福井北JCT・IC→中部縦貫自動車道

美浜町
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おおのし

ひがし

みみ

さいごう

みはまちょう

おおのし

わかさみはま わかさみかた まいづるわかさ

ほくりく ふくい

わかさみはま わかさみかた まいづるわかさ

ほくりく ふくいきた ちゅうぶじゅうかん

つるが ほくりく

ふくい

つるが ほくりく

ふくいきた ちゅうぶじゅうかん

おおのし

おおのし

おおのし



PAZ

UPZ

丹波の森公苑

三木総合防災公園

福井県におけるUPZから県外避難先施設までの広域避難経路

姫路市・市川町・福崎町・神河町・三木市・

加東市・丹波篠山市・丹波市・西脇市・

多可町・加西市・小野市

国道303号→国道161号→名神高速

→中国自動車道→山陽自動車道

国道162号→府道12号
→国道27号→国道9号
→国道173号

川西市・伊丹市・三田市

猪名川町・宝塚市

あさ  ご     し

や    ぶ     し

か    み   ちょう

ふくさきちょう かみかわちょう

か   とう    し たん  ば   ささ やま   し

た     か ちょう     か  さい   し

かわにし し

い     な がわ ちょう

 福井県は、県内避難が基本であり、県外避難先への経路設定は、災害状況等に応じ柔軟に対応。
 県外避難先への経路について、想定される経路を記載。

舞鶴東ＩC もしくは大飯高浜IC

⇒舞鶴若狭自動車道

小浜IC・小浜西IC→舞鶴若狭自動車

道→春日IC →北近畿豊岡自動車道

又は

国道162号→府道12号→国道27号→

国道9号→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動

車道→春日IC →北近畿豊岡自動車道

豊岡市・朝来市・

養父市・新温泉町・

香美町
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や ぶ し

あさ ご し

か み ちょう

とよ おか し

しん おん せん ちょう

小浜IC・小浜西IC→舞鶴若狭自

動車道→中国自動車道（→山

陽自動車道）

又は

国道162号→府道12号→国道

27号→国道9号→福知山ＩＣ→

舞鶴若狭自動車道→中国自動

車道（→山陽自動車道）

ひめ   じ    し いちかわちょう み   き      し

たん ば  し にし わき   し

お  の     し

い たみ し さん だ   し

たからづかし

ふくちやま

まいづるわかさ ちゅうごく

さんよう

まいづるわかさふくちやま

かすが きた きんき とよおか

たんば      こうえん

まいづるひがし おおいたかはま

まいづるわかさ

みき

めいしん

ちゅうごく さんよう

自家用車で県外避難を実施する際に
は、「車両一時保管場所※」に立ち寄り
自家用車からバスに乗り換えてから避
難先へ向かう。

※自家用車からバスへの乗換、避難先施設へ
の振分け等の機能を担う場所として、災害の状
況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地
をあらかじめ準備。

は車両一時保管場所候補地を示す

コウノトリ但馬空港
たじま

まいづるわかさ

ちゅうごく さん

よう

おばま おばまにし

おばま おばまにし まいづるわかさ

かすが きた きんき とよおか



おおい町

名田庄地区

自然災害により孤立した場合の対応（福井県）

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体

の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

 UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
 UPZの半島部において、自然災害の発生により住民が孤立した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）や漁港を活用し、空路

や海路による避難を実施。また、空路や海路での避難体制が整うまで放射線防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避
を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 UPZの中山間地域においても、集落へのアクセス道が寸断され、住民が孤立化した場合には、臨時ヘリポート（夜間対応可）を
活用し、空路による避難を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路
交通の確保に努める。

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護対策施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

半島部 該当地区名 整備場所

内浦半島 高浜町内浦地区

旧音海小中学校グラウンド

内浦小中学校グラウンド

日引漁港

常神半島 若狭町西浦地区 常神漁港駐車場

敦賀半島 美浜町東地区 関西電力(株)県道沿用地駐車場

中山間地域 該当集落名 整備場所

おおい町名田庄地区 槇谷、虫鹿野、虫谷、木谷、堂本 名田庄中学校グラウンド

小浜市口名田地区 西相生、奥田縄、須縄 口名田小学校グラウンド

〃 遠敷地区 上根来、下根来 旧遠敷小学校グラウンド

若狭町熊川地区 河内 旧熊川小学校グラウンド

美浜町新庄地区 新庄 旧新庄小学校グラウンド

うち うら

つね がみ

な   た しょう まきだに むし が の むしだに  き だに どう  もと

くち  な   た にし  あい おい  おく だ の す の

おにゅう かみね ご り   しも  ね ご  り

こ う ち

Ｈ

常神漁港駐車場若狭町みさき漁村体験施設
「みさきち」

放射線防護対策施設
（収容可能者数：約100人）

屋内退避施設
（収容可能者数：約400人）

＜ＵＰＺ半島部における臨時ヘリポート整備場所＞ ＜ＵＰＺ中山間地域における臨時ヘリポート整備場所＞

若狭三方漁業協同組合

屋内退避施設
（収容可能者数：約220人）

常神漁港

小川漁港

遊子漁港

半島部（例） 若狭町常神半島

中山間地域（例） おおい町名田庄地区

堂本

槇谷

虫鹿野

木谷

虫谷

Ｈ

名田庄中学校

屋内退避施設
（収容可能者数：約770人）

名田庄小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：約1,410人）
わかさ   みかた

ゆうし

里山文化交流センター
屋内退避施設

（収容可能者数：約1,054人）
名田庄中学校

グラウンド

くまがわくまがわ
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つね がみ

な た  しょう

たかはまちょう  うちうら

わかさちょう  にしうら

おとみ

うちうら

ひびき

つねかみ

つるが みはまちょう  ひがし

ちょう

おばまし

わかさちょう 

みはまちょう  しんじょう しんじょう

なたしょう

くちなた

おにゅう

しんじょう

わかさちょう

つねかみ

つねかみ

おがわ

ちょう

さとやま

ちょう

なたしょう

なたしょう

なたしょう

なたしょう

どう  もと

まきだに

むしがの

き だに

むしだに

わかさちょう

あっとほーむいきいき館

屋内退避施設
（収容可能者数：約270人）



京都府におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL１に該当すると特定された
地域及びOIL２に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、当該地域の関係市町原子力災害対策本部等より、防
災行政無線、広報車、ホームページ、緊急速報メールサービス、ＴＶ、ラジオ等を用いて一時移転等
の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。
 京都府では、渋滞抑制の観点から、原則バスによる移動を実施。

＜UPZ市町の避難先＞

※ 令和7年4月1日時点

関係市町原子力災害対策本部等

一時移転等の指示

屋内退避

※バス等による移動

一時移転等対象者

徒歩等

バス等

避難先施設

一時集合場所

住民

市町名 府内避難先 府外避難先

舞鶴市
70,513人

京都市、宇治市、城陽市、向日市

兵庫県
神戸市、尼崎市、

西宮市
（合計59,657人）

徳島県
鳴門市、松茂町、

北島町
（合計14,674人）

綾部市
1,223人

福知山市、亀岡市

兵庫県

たつの市、太子町、

 佐用町

（合計1,223人）

南丹市
2,739人

南丹市内 洲本市、南あわじ市
（合計2,739人）

京丹波町
213人

京丹波町内 芦屋市
（合計：213人）

京都市
235人

京都市内 －

きょう たん  ば ちょう

なん たん し

じょうよう し むこ う し

たい し   ちょう

す もと し
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 さ    よう ちょう

避難退域時検査場所

まい  づる  し

あや べ し

きょう  と し

う じ   し

ふく ち   やま  し かめ おか   し

こう  べ    し あまがさきし

にしのみやし

なる と    し まつしげちょう

きたじまちょう

あし   や     し

きょう  と     し

なん たん   し

きょう たん  ば ちょう

きょう  と     し

し

みなみ   し



舞鶴市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
まい  づる し 

三段池公園

長田野公園体育館

UPZ
PAZ

丹波自然運動公園

【主な府外避難経路①（神戸市、尼崎市、西宮市） 】

府道28号→舞鶴東IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国

自動車道→（神戸市：神戸三田ＩＣ→六甲北有料道路、尼崎

市・西宮市：宝塚ＩＣ→県道42号線）

【主な府外経路②（鳴門市、松茂町、北島町） 】
府道28号→舞鶴東IC→舞鶴若狭自動車道→吉川JCT→中国

自動車道→神戸三田IC→六甲北有料道路→神戸北IC→山陽

自動車道→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→鳴門北IC

鳴門市

北島町
松茂町

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

舞鶴市

【主な避難経路】

国道175号→府道55号→国道9号→

丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道→大山崎

ＪＣＴ→京滋バイパス→宇治西ＩＣ

【広域避難先（府外避難）】
徳島県

＜倉梯＞

 鳴門市（市立大津西小学校、他33か所）

＜三笠＞

 松茂町（松茂町役場、他14か所）

＜倉梯第二＞

 北島町（北島町武道館、他17か所）

※避難元地区はいずれも小学校区表記

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜志楽、朝来、大浦、新舞鶴、中舞鶴、

与保呂､池内、高野＞

神戸市 （東灘体育館、他64か所）

＜余内、吉原､明倫＞

 尼崎市（竹谷小学校、他82か所）

＜中筋、池内、福井、由良川＞

 西宮市（小松小学校、他50か所）

※避難元地区はいずれも小学校区表記

し   らく    あせく  おおうら しんまいづる なかまいづる

よ ほ ろ  いけうち たかの

あまうち      よしわら めいりん

なかすじ      いけうち  ふくい   ゆらがわ

くらはし

【広域避難先(府内避難）】

京都市・宇治市・城陽市・向日市

＜志楽、朝来、大浦、新舞鶴、三笠、倉梯、

倉梯第二、与保呂、中舞鶴、余内、明倫＞

 京都市（京都市東山青少年活動セン
ター、他115か所）

＜池内、中筋、由良川＞

 宇治市（伊勢田小学校、他32か所）

＜高野、福井＞

 城陽市（寺田南小学校、他16か所）

＜吉原＞

 向日市（市民体育館）
※避難元地区はいずれも小学校区表記

じょうよう   し         むこう    し

し  らく  あせく  おおうら      しんまいづる みかさ  くら  はし

くらはしだいに  よ    ほ    ろ    なかまいづる      あまうち  めい りん

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルー
トを活用し避難を実施。

【主な避難経路】

国道27号→舞鶴西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→

綾部ＪＣＴ→京都縦貫自動車道→京丹波みず

ほIC→国道173号→国道9号→丹波IC→京都

縦貫自動車道→沓掛ＩＣ
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たんば きょうとじゅうかん おおやまざき

けいじ うじにし
まいづるにし まいづるわかさ

きょうとじゅうかんあやべ きょうたんば

たんば きょうと

じゅうかん くつかけ

ひがしなだこうべし

あまがさきし

にしのみやし

さんだんいけ

おさだの

たんば

なるとし おおつにし

まつしげちょう まつしげちょう

くらはしだいに

きたじまちょう きたじまちょう

きょうとし う じ    し

みかさ

きょうとし きょうとし ひがしやま

いけうち なかすじ        ゆらがわ

う じ    し いせだ

たかの ふくい

じょうようし てらだみなみ

よしわら

むこう   し

こうべし あまがさきし にしのみやし

まいづるひがし まいづるわかさ よかわ ちゅうごく

こうべし こうべさんだ ろっこうきた あまがさき

し にしのみやし たからづか

なるとし まつしげちょう きたじまちょう

まいづるひがし まいづるわかさ よかわ ちゅうごく

こうべさんだ ろっこうきた こうべきた さんよう

こうべにし こうべ あわじ     なると なるときた

なるとし

きたじまちょう

まつしげちょう

たけや

こまつ



綾部市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
あや  べ     し

三段池公園

UPZ

PAZ

丹波自然運動公園

【主な府外避難経路】

府道1号→国道27号→府道8号→府道77号→綾部IC →舞鶴若狭自動車

道→吉川JCT →中国自動車道→（たつの市・太子町：福崎ＩＣ→播但連

絡有料道路→山陽姫路東ＩＣ→山陽自動車道→龍野ＩＣ（至たつの市）、

山陽姫路西ＩＣ（至太子町）、佐用町：佐用IC）

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜東八田（大又自治会）＞

たつの市（揖保川ときめきセンター）

＜中上林＞

太子町（町民体育館、他5か所）

＜奥上林＞

佐用町（上月体育館、他1か所）

【広域避難先（府内避難）】

亀岡市

＜奥上林、中上林、東八田（大又自治会）＞

亀岡市（東別院町ふれあいセンター、他12か所）

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

おくかんばやし なかかんばやし  ひがしや た おおまた

ひがしやた   おお また

なかかんばやし

たいしちょう

おくかんばやし

さ  ようちょう

佐用町
亀岡市

【広域避難先（府内避難）】

福知山市

＜奥上林、中上林、東八田（大又自治会）＞

福知山市（三段池公園総合体育館、他6か所）

おくかんばやし なかかんばやし ひがしや た おおまた

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【主な府内避難経路②】

府道1号→国道27号→府道8号→

府道77号→府道74号

綾部市

綾部市中央公民館

福知山市

太子町

【主な避難経路①】

府道1号→国道27号→京丹波わちIC→京都縦貫自

動車道→京丹波みずほIC→国道173号→国道9号

→丹波ＩＣ→京都縦貫自動車道→亀岡IC

101

ふくちやまし

ふくちやまし さんだんいけ

あやべし

さんだんいけ たんば

ふくちやまし
あやべし

きょうたんば きょうとじゅうかん

きょうたんば

きょうとじゅうかんたんば かめおか

さ  ようちょう

たいしちょう

いぼがわし

かめおかし

かめおかし ひがしべついんちょう

かめおかし

あやべ まいづるわかさ

よかわ ちゅうごく し たいしちょう ふくさき ばんたん

さんようひめじひがし さんよう たつの し

さんようひめじにし たいしちょう さ  ようちょう さ  よう

こうづき



南丹市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
なん  たん  し 

UPZ

PAZ

丹波自然運動公園

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜福居、盛郷、豊郷、鶴ヶ岡、高野、知井、平屋（内久保、

大内、荒倉、野添、安掛）＞

 洲本市（洲本市文化体育館 他8か所)

＜平屋（深見、長尾、又林、上平屋、下平屋）、大野、宮島＞

 南あわじ市（阿那賀地区公民館、他8か所）

ふく い もり さと    とみ  さと      つるがおか    たかの       ち い   ひら や      うち く    ぼ 

おおうち   あらくら    の ぞえ      あ  がけ

あ な が

ひらや  ふかみ ながお  またばやし     かみ ひら や    しも ひら や  おおの       みやじま

す  もと   し

なん たん  し

洲本市

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【避難先（市内避難）】

南丹市内

＜福居、盛郷、豊郷、鶴ヶ岡、高野、知井、平屋、大

野、宮島＞

南丹市（園部北部コミュニティセンター、他12か所)

なん たん  し

【主な避難経路】
国道162号→府道12号
→国道27号→国道9号

南丹市
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 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

【主な府外避難経路】

国道162号→府道12号→国道27号→国道9号→国道173

号→国道372号→県道306号→但南篠山口IC→舞鶴若狭

自動車道→吉川JCT→中国自動車道→神戸三田IC→六

甲北有料道路→神戸北IC→山陽自動車道→三木JCT→

山陽自動車道→神戸西IC→神戸淡路鳴門自動車道→

（洲本市：洲本IC、南あわじ市：あわじ南ＩＣ）

たんば
なんたん し

す  もと   し

たんなんささやまぐち まいづるわかさ

よかわ ちゅうごく こうべさんだ ろっ

こうきた こうべきた さんよう みき

さんよう こうべにし こうべ あわじ     なると

す  もと   し す  もと みなみ し みなみ

南あわじ市
みなみ し

す  もと   し

みなみ し

ふく い もり さと    とみ  さと      つるがおか    たかの       ち い   ひら や      おお

の  みやじま

なん たん  し そのべ



京丹波町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
きょう たん ば ちょう

UPZ

PAZ

【広域避難先（府外避難）】
兵庫県

＜上乙見、西河内、下粟野、細谷、上粟野、仏主＞

 芦屋市（芦屋市立朝日ヶ丘小学校、他３か所）

丹波自然運動公園

【主な府外避難経路】

府道59号→国道27号→丹波IC→京都縦貫自動車

道→大山崎JCT→名神高速道路→吹田JCT→西宮

IC→国道43号

かみおと み にしかわ うち  しも あわの      ほそたに   かみあわの       ほどす

芦屋市

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

【避難先（町内避難）】

京丹波町内

＜上乙見、西河内、下粟野、細谷、上粟野、仏主＞

京丹波町（三ノ宮基幹集落センター、山村開発センターみずほ）

きょうたんばちょう

京丹波町

かみおと み にしかわ うち  しも あわの      ほそたに   かみあわの       ほどす

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。
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【主な避難経路】
府道51号→府道12号→国道27号→国道9号

たんば

たんば きょうとじゅうかん

おおやまざき めいしん すいた にしのみや

きょうたんばちょう

きょうたんばちょう さんのみや

あしやし あしやし あさひがおか



京都市におけるUPZから避難先施設までの主な経路

PAZ
UPZ

ゼミナールハウス

【避難先（市内避難）】

京都市

＜左京区（久多、広河原）、右京区（京北

上弓削町上川行政区）＞

京都市（元京北第三小学校、花背山の家、

大原小中学校）

かみゆげちょう   かわかみ

さきょうく く     た     ひろ   がわら うきょうく          けいほく

はな せ                                   

    だい こく  だに

大黒谷キャンプ場

はな  せ 

花背山の家

【主な避難経路】

①府道110号→府道781号 →国道367号
②府道38号→国道477号
③国道162号

【凡例】
京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地

京都市が準備する簡易
検査場所候補地

①

②③

京都市
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 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートを活用し避難を実施。

きょう と し

きょうとし

きょうとし

きょうとし けいほくだいさん

おおはら



自然災害により孤立した場合の対応（京都府）

 UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
 UPZの半島及び沿岸部、中山間地域については、自然災害の発生により、道路が使用できず住民が孤立した場合に備え、臨

時ヘリポートを整備。また、海路や空路での避難体制が整うまでは、放射性防護対策施設を含む屋内退避施設にて屋内退避
を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道
路交通の確保に努める。

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施

Ｈ

Ｈ

船舶による避難

ヘリによる避難

水ヶ浦漁港

田井漁港成生漁港

野原漁港

半島部（例） 舞鶴市大浦半島

大浦会館
放射線防護対策施設
（収容可能者数：60人）

屋内退避施設
（収容可能者数：150人）

大浦小学校

屋内退避施設
（収容可能者数：300人）

大浦小学校
グラウンド

大丹生コミュニティ
センターグラウンド

舞鶴火力発電所桟橋

西大浦漁港

大丹生コミュニティセンター
屋内退避施設

（収容可能者数：270人）

おお にゅう

竜宮浜漁港
りゅうぐうはま

成生漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：60人）

なり う

田井漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：100人）

た い

田井原子力防災
センターグラウンド

中山間地域（例） 綾部市奥上林地区

八代・川原・小仲

Ｈ奥上林研修センター
グラウンド

奥上林公民館
（綾部市林業者等健康管理センター）

放射線防護対策施設
（収容可能者人数：140人）

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港施設

：放射線防護対策施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

おく かん ばやし

こ なかかわ ら
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田井原子力防災センター

放射線防護対策施設
（収容可能者数：80人）

Ｈ

まい づる し おお うら

なり う た い

の はら

みずがうら

まいづる

た い

た い

おお うら

おお うら

おお うらにし おお うら

おお にゅう

あや べ し

おくかんばやし

おくかんばやし

あやべし

や しろ



滋賀県におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、OIL1に該当すると特定さ

れた地域及びOIL2に該当すると特定された地域に対し一時移転等を指示。

 国の原子力災害対策本部の指示に基づき、高島市災害対策本部より、防災行政無線、広報

車、ホームページ、緊急速報メールサービス、TV、ラジオ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。

 滋賀県では、渋滞抑制の観点から、原則バスによる移動を実施。

 バス等による避難においては、身体的な負担を考慮し、避難中に休憩をとるなど健康に配慮し

た避難を行う。

＜UPZ市町の避難先＞

※令和7年4月1日時点

市町名 県内避難先 県外避難先

高島市
（372人）

高島市内 大阪府
大阪市、枚方市

高槻市
（合計：372人）

地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、高

島市内、県内避難を優先的に検討し、自然災害等により

県内での受入れが困難な場合は県外に避難。

一時移転等の指示

屋内退避

一時移転等対象者

徒歩等

バス等

避難先施設

一時集合場所

住民

※滋賀県は原則バス避難
のため、一時集合場所を
経由して一時移転等を行う
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避難中継所

高島市災害対策本部

たか しま     し
おお  さか    し ひら  かた    し

たか  つき    し

たか  しま       し

たか   しま      し

たか

しま   し

たか しま     し



【広域避難経路（県外）】

＜今津地域＞

国道303号→避難中継所（今津総合運動公

園）→県道534号→国道161号→名神高速

道路（大山崎IC）→国道171号→高槻市

（又は）

国道303号→避難中継所（今津総合運動公

園）→県道534号→国道161号→京都東

IC→名神高速道路→ 京都南IC→京阪国道

→枚方市

＜朽木地域＞

（県道781号→）県道23号→国道367号→

国道303号→避難中継所（今津総合運動

公園）→県道534号→国道161号→京都東

IC→名神高速道路→第二京阪道路→

門真IC→大阪市

【凡例】

避難中継所（避難退域時検査場所）候補地 避難先

市内避難経路 広域避難経路 その他の主要な避難経路

広域避難先

（大阪市・枚方市・高槻市）

大阪市

枚方市

高槻市

くつき

くつき

今津総合運動公園

避難先（市内）

（今津中学校ほか２か所）高島市

【高島市内の避難経路】

＜今津地域＞

国道303号→避難中継所（今津総合運動公

園）→県道534号→今津中学校

＜朽木地域＞

（県道781号→）県道23号→国道367号→

国道303号→避難中継所（今津総合運動公
園）→国道161号→県道23号→グリー

ンパーク想い出の森、朽木中学校
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たか    しま     し 

たか しま   し

高島市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
たか  しま し

たか     しま        し

たか     しま        し

いまづ

たか しまし

たか しまし

いまづ

いまづ

くつき

くつき

いまづ

おおさか し ひらかた し たかつきし

おおさか し

ひらかた し

たかつきし

いまづ

めいしん

おおやまざき たかつきし

いまづ

きょうとひがし

めいしん きょうとみなみ けいはん

ひらかた し

きょうとひがし

めいしん だいにけいはん

かどま おおさか し

 滋賀県及び高島市は、警戒事態で災害警戒本部を設置し、施設敷地緊急事態で災害対策本部に移行。

 滋賀県は住民の一時移転等に備え、滋賀県バス協会に災害等の緊急時における人員輸送に関する協定に基づき、バスの派遣準備を

要請。

 高島市は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、一時移転等の対象となる各地区に職員を配置。

 市内、県内避難を優先的に検討し、自然災害等により県内での受入れが困難な場合は県外に避難。

 地区毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルートにより避難を実施。

いまづ

いまづ

いまづ



今津総合運動公園

グリーンパーク
想い出の森

Ｈ

Ｈ

＜凡例＞

：集会所（集合予定人数）

：一時集合場所（集合予定人数）

：ヘリポート適地等

：重点的に復旧が必要な避難経路

：避難経路

ECC学園高等学校
（27人）

朽木公民館
（205人）

Ｈ

Ｈ

天増川集会所

（天増川区7世帯8人）

朽木西小学校

（生杉区10世帯15人）

（小入谷区11世帯18人）

  （中牧区4世帯4人）    

（古屋区4世帯9人）

京都精華大学朽木

グラウンド

桑原集会所

（桑原区8世帯11人）
雲洞谷集会所

（雲洞谷区31世帯66人）

角川ヴィラグラウンド

木地山集会所

（木地山区7世帯11人）

角川ヴィラ

（94人）

Ｈ

Ｈ

朽木西小学校

グラウンド

地子原集会所

（地子原区27世帯49人）

地良々会館
（麻生区34世帯61人）
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自然災害により孤立した場合の対応（滋賀県）

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

角川集会所

（角川区29世帯42人）

 UPZでは全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。

 高島市内のUPZは山地であることから、自然災害の発生により孤立するおそれが高く、避難にあたり道路が使用できないよ

うな場合には、空路での避難体制が整うまで屋内退避を継続し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 家屋で屋内退避ができない場合は、集会所または一時集合場所で屋内退避を行う。集会所等には、屋内退避が長期化し
たときの生活用品等の備蓄を実施。

 道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交
通の確保に努める。

たか     しま        し

あますがわ

あますがわ

つのがわ

つのがわ

つのがわ

いまづ

き じ やま

き じ やま

ちらら

あそう

くつきにし

おいすぎ

おにゅうだに

なかまき

ふるや

くつきにし

つのがわ

じしはら

じしはら

くつき

能家集会所

（能家区5世帯7人）

のうげ

のうげ

う とう だに

う とう だに

くわばら

くわばら

きょうと    せいか    だいがく    くつき



PAZ

UPZ

自然災害により道路が通行不能な場合の復旧策（自然災害対応）

まい  づる  し
 避難開始前の段階で、避難計画で避難経路として定められている道路が、自然災害により使用できない場合は、PAZの福

井県、おおい町、小浜市は、代替経路を設定するとともに、道路管理者等は復旧作業を実施。

 また、UPZの福井県・京都府・滋賀県及び関係市町においても同様に、避難経路が自然災害により使用できない場合には、

代替経路を設定するとともに、道路管理者等は復旧作業を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、早急に被害状況を把握

し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

ちょう お ばま し

109※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じて支援を実施

＜京都府の管理道路＞

京都府災害対策本部が応
急復旧作業を実施

＜滋賀県の管理道路＞

滋賀県災害対策本部が応
急復旧作業を実施

＜福井県の管理道路＞

福井県災害対策本部が応
急復旧作業を実施

 災害発生時には、各管理道路のパトロールを
実施し、被害の状況等を把握

 道路の被害状況を踏まえ、国、府県、高速道
路会社がそれぞれ建設業協会等と締結してい
る協定等をもとに、応急復旧工事を実施

滋賀県災害対策本部

京都府災害対策本部

福井県災害対策本部

＜直轄国道＞

国土交通省近畿地方整備
局が応急復旧作業を実施

＜舞鶴若狭自動車道＞
高速道路会社（NEXCO）が
応急復旧作業を実施

まいづる わか さ



110

豪雪時における除雪体制（自然災害対応）

 豪雪時における除雪計画、広報計画の調整等を目的とし、以下の措置を実施。

 道路管理者、警察、気象台、利用者団体等から構成される情報連絡本部を、福井県においては近畿地方整備局

福井河川国道事務所 、京都府においては近畿地方整備局福知山河川国道事務所、滋賀県においては近畿地方

整備局滋賀国道事務所に設置し、情報を一元化。

 道路管理者は、集中的な大雪時に備えて、他の道路管理者をはじめ、地方公共団体その他関係機関と連携して、

地域特性や降雪の予測精度を考慮し、地域や道路ネットワーク毎に、タイムラインを策定。なお、策定に当たって

は、降雪予測が大きく影響を与えることを踏まえ、冬型の気圧配置により日本海側で数日間の降雪が予測される

場合には、降雪予測を３日先まで拡充し、タイムラインを策定。

＜福井県における情報連絡本部（例）＞

ふく   ち やま



２７

１６１

８
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PAZ

UPZ

・最重点除雪路線として積雪深5ｃｍを
基準に除雪開始

・その他主要な道路については、積雪
深10cmを基準に除雪開始

県道241号は最重点除雪
路線として積雪深５ｃｍを
基準に除雪開始

まいづる わか さ

（凡例）除雪活動拠点
国、NEXCO
福井県
関係市町

最重点除雪路線

国道27号、8号、161号

舞鶴若狭自動車道

除雪機械（例）

福井県における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）
 福井県は国土交通省近畿地方整備局や関係機関等との協議を踏まえ、「道路雪対策基本計画」を定め、短期間の集中降

雪による局地的大雪の発生等に柔軟に対応できる体制を整備。
 福井県は県内外へのアクセス路線となる高速道路ICと主要国道を結ぶ路線や原子力発電所と国道27号を結ぶ幹線道路

等を最重点除雪路線と定め、除雪を重点的に実施するとともに、緊急時には民間除雪機械を最大限まで増強し、避難経路
の除雪を実施。

 直轄道路及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、除雪体制の強化を図り
各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確
保等に努める。

除雪機械の配備台数 うち、おおい町、
小浜市管内

国（近畿地方整備局） 【R7.4現在】 ※福井県内の配備数 １１１台 －

福井県 【R7.11現在】 ２８６台 １６台

関係市町（おおい町、小浜市、高浜町、若狭町、美浜町） 【R7.4現在】 １１２台 １０台

高速道路会社（NEXCO）※1 【R7.10現在】 １１１台 －

民間 【R7.11現在】 ２，２００台 ７６台

※１ ＮＥＸＣＯ中日本敦賀保全サービスセンター、福井保全サービスセンターの保

有台数。なお、舞鶴若狭自動車道の小浜ＩＣ以西はＮＥＸＣＯ西日本の管轄で

あり、除雪機械についてはＰ112を参照。

まいづる わか さ



京都府における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）

PAZ

UPZ

除雪機械（例）

（凡例）除雪活動拠点
国、ＮＥＸＣＯ
京都府
関係市町
京都府道路公社

京都縦貫自動車道

国道27号

舞鶴若狭自動車道

※主要な道路について、積雪深おお
むね10cmを基準に除雪開始

 京都府及び関係市町は毎年度除雪計画を定め、住民生活の安定及び経済活動に不可欠な道路
をあらかじめ除雪路線にしており、路面上の積雪深はおおむね10㎝の時には除雪を実施。京都縦
貫自動車道等については、京都府道路公社が、雪氷対策要領に基づき、迅速かつ適切な雪氷作
業（除雪、凍結防止等の対策）を実施。

 直轄国道及び高速道路については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、
除雪体制の強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、
凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確保等に努める。

まいづる わか さ

除雪機械の配備台数

国（近畿地方整備局） ※京都府内の配備数 ３３台

京都府 ６３台

関係市町 舞鶴市、綾部市ほか ４４台

京都府道路公社 １０台

高速道路会社（NEXCO） ※１ ６３台

民間 １３２台

112

令和7年4月現在

※１ ＮＥＸＣＯ西日本福知山高速道路事務所、亀岡高速道路
事務所の保有台数

きょうとじゅうかん



PAZ UPZ

161

滋賀県における降雪時の避難経路の確保（自然災害対応）

 滋賀県は、冬季の円滑な道路交通を確保するため、毎年「道路除雪計画」を定め、これに基づき迅
速かつ適切な雪寒対策の実施に努める。

 直轄国道161号については、国土交通省近畿地方整備局が、除雪体制の強化を図り各関係機関の
緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、凍結防止等の対策を行い、冬期間の
交通の確保等に努める。

【凡例】
市内避難経路
県外避難経路
その他の主要な避難経路

除雪機械の配備台数

国（近畿地方整備局） ※滋賀県内の配備数 ４５台

滋賀県 ８１台

高島市 ７５台

民間 ６５５台

※主要な道路について、積雪深
おおむね10cmを基準に除雪開始

除雪機械（例）

（凡例）除雪活動拠点
国
滋賀県

※ 高島市は分散配置

113

令和7年3月現在
（国のみ令和7年4月現在）
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